


管理職ユニオン・関西 ホームページ http://www.mu-kansai.or.jp/ http://www.mu-keiji.gr.jp/ 

 
 

 

 

し

怪

対

に

０

明

に

件

髪

で

す

 

模

の

て

（

内

社

企

２

か

で

団

て

が

要

社

の

打

気

も

重

な

利

略

で

 

ま

し

こ

 

 

 管理職ユニオン・関西の組合員の皆さん、大阪ユニオン・ネットワークに結集している労働者
            
           

の皆さんに紙面を借りまして挨拶させていただきます。       文責＊トーシ分会  Ｎ・Ｉ 

１） 私たち＊トーシ分会は，管理職組合に結集

て早３年が経とうとしています｡会社の雲行きが

しくなり始めたのを見越し最初の１年は会社に

しては非公然に分会の結成と仲間を増やす活動

準備を費やしました。ちょうど１年を迎えた２０

１年１２月に，予感が的中して，経営責任を全く

らかにしないままで、又、＊からの過大な出向者

は何も手をつけないまま、会社は桁落ちの退職条

での[退職勧奨]を強行してきました｡この時は間

を入れずの分会の公然化と団体交渉の申し込み

，分会員には手を付けさせる事なく半ば骨抜きに

ることが出来ました｡ 
その後，親会社である＊たばこ産業㈱(＊)が大規

なリストラ計画を実行し、子会社・関連企業もそ

一連の計画の中で再編・譲渡・清算の波に洗われ

います｡ ２００３年８月の＊の中期経営計画

２００３年９月~２００６年３月）によれば，国

１７工場のうち１/３を廃止し，４，０００名の＊

員(１２，０００名のうち)のリストラ、及び関連

業の整理が計画されており、その中で、＊トーシ

で働く私たちは，ここ２年間先行きの不安の中での

労働を余儀なくされてきました｡ 
＊も民営化以後長期的には「たばこ」の社会的存

在が何時までも野放しにされる筈は無いと，新規事

業に乗り出したわけであるが，専売公社時代からの

天下り体質・親方日の丸意識を引きずり、Ｍ＆Ａで

買収した優良企業を次々と赤字体質にしてしまい，

とどのつまりは，外国たばこ企業の買収に見られる、

タバコ事業への先祖がえりを行い、この間乗り出し

た新規事業に関しては経営を無責任に投げ出そう

と言うのが現在の合理化計画である｡（全くその業

界を知らない＊社員を次々と幹部社員として出向

させ、その多くの出向社員を仕事を覚えた頃の3年

ぐらいで転勤させる労務政策を行い、当然の結果と

して関連企業・子会社の競争力を弱め，その原因と

責任に頬かむりして、自立してもらわなければ困る

などと言った他人ごとの様な言を吐いている、抜本

的な構造改革をしなければならないのは＊そのも

のの関連企業に対する経営支配のあり方である） 

 
） この間 、＊トーシ分会は、アリが象に歯向

うような気持ちで闘争の決意を固めているわけ

ありますが、全国の組合らしい組合・労働者との

結を固め不屈の精神で戦い抜きさえすれば決し

敗北することは無いと確信しています｡この戦い

私たちの生活を守るための、当たり前の最低限の

求を掲げた戦いであると共に、＊経営陣の子会

・関連企業の労働者の首は＊社員の首に比べ羽毛

軽さほどしかないといった傲慢な対応を粉々に

ち砕きたいという，労働者の意地と誇りをかけた

概である。又、今や非正規労働者が４５０万人と

言われる日本の労働状況のなかで、日本社会の二

三重構造を突き崩す針穴を穿つことにあるかと

思います｡それ故、この戦いを進めていく上で私た

ちは全国の組合らしい組合、中小企業･子会社で働

く労働者、非正規雇用労働者との連帯無しに勝利の

道も見えてこないと考えています｡ 
2004 年は、従来の組合活動からの飛躍となる、

３月２日の＊大阪支店への朝ビラ、３月３日のユニ

オンネットワーク・春闘統一行動での＊大阪支店へ

の団交拒否にたいする抗議行動，５月１日のメーデ

ーでのアッピール(労働運動と禁煙運動との連帯)等
私たちは子会社・関連企業労働者を不当な条件で切

り捨てようとしている親会社の＊に対する抗議闘

争を公然と開始し、本格的な＊との戦いの口火を切

りました 
 

３） ところで，当然のことですが，私たちの様

小さな組織が闘争に負けない為には，あるいは勝

する為には敵の弱点を分析しそれを徹底的に戦

上に取り込む必要があります｡大きくは次の 3 点

す。 
①    現在のＮＴＴ・ＪＲと並んで＊も一昔前

では＊専売公社と呼ばれ、三公社の一角でありま

た｡現在は法律で政府が株式の５０％以上を持つ

とが決められている [特殊法人]です｡それゆえか，

脱税事件の業者から絵画を送られ大蔵不祥事の責

任を問われた，元大蔵省主計局長のX氏が＊の会長

として，今回天下ることが決まった｡ 
 ちなみに、＊の役員の年収を国会に提出された資

料から見てみますと，他の特殊法人は理事長等の年

収は個別に報告されているのですが，どういうわけ

か，＊の場合は総額表示となっている為，総額を役

員の頭数で割り、その平均値でしか掴めませんが，

国民が株の過半数を持っている会社の役員がもら
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う年収としては驚くほどの高給となっている。 
 

１人平均 月給が３３０万、1 時金が 6 百万前後、

退職金の人数？在職年数？ 
 特殊法人の役員報酬『衆議院予算委員会要求資料』 ２００１年２月 
 
        月給     一時金     退職金      
 取締役   79,000,000  137,800,000   245,132,000    ２４名 
 監査役   10,000,000  23,200,000              4名 
                                                       

こういった天下り公務員及び＊役員の高給が，国民

の財産の収奪であり，又子会社・関連企業労働者の

劣悪な労働条件で賄われているにもかかわらず、関

連企業労働者の首をいとも容易に劣悪な条件で切

るなどといったことは許されるはずはないといっ

た世論を巻き起こす。 
② 現在,ＮＴＴ／ＪＲ／郵政と言った企業も

リストラを行いその社会的責任を問われています

が、いかんせん私たちは、これら企業を利用せざる

を得ないわけですが、この点に於いては＊とは決定

的な違いがあります｡                     
改めていうまでも無いかもしれませんが，＊は社

会的には全く害にしかならない[タバコ]を製造して

いると言うことです｡ 
 現在は毎年１００億を越える赤字を出している

医薬部門と同じく 40 億近くの赤字を出している食

品事業を残し、再び外国の[タバコ会社]の買収に見

られるように慣れ親しんだ「たばこ」への安易な先

祖がえりを果たさんとしている｡この結果は数千万

人のニコチン中毒患者を日本や世界中に作り出そ

うと言うのである｡とりわけ、たばこの害を教育さ

れていない小中学生やたばこ規制の甘い第 3 世界

に害毒を振り撒こうと言うわけです。 
 ＊の大株主としての私たち国民は言いたい，＊の

経営陣は，その資源を，社会的な有益な事業に投資

すべきであって，人類史上最大規模の有害物である

「たばこ」の生産に投下すべきではないと言う事を｡

また国民を代表して財務省･厚生労働省はそのこと

をしっかりと指導する義務がある｡し、又私たちは

そのことを要求し責任を追及する。 
 

③ 社会に害を成す[タバコ]の規制がここ日

本においては非常に弱いけれども、日本における禁

煙運動及びその潜在的支持者は間違いなく過半数

を超すわけで，職場においても分煙を求める要求が

健康増進法以前からも闘われてきた。[タバコ病訴

訟]に見られるように，ようやく日本でも[タバコを

喫煙していた当の人 ]々からも反撃の狼煙が上がっ

てきている｡私たちは社会的労働運動の一環として

このような[禁煙運動]に連帯する｡残念なことに未

だ労働運動の内部においてもこの最大の公害との

戦いに対する意識が弱く、私たちが労働運動のなか

にこの禁煙運動を持ち込むことの意義は非常に大

きい。 
（補論   他者のいる所での[喫煙]は他者に対する

暴力の行使である｡ 

 
このことを全ての喫煙者は自覚すべきである｡喫

煙してもいいですかとの戯言は,暴力を奮っても良

いですかと言っているのと同義である｡職場を見て

も分かるが、強者による弱者に対する暴力である。

それは身近にいる家族であり，恋人であり，とりわ

け子供や，妊婦,気管支や心臓等が弱い友人・知人に

対しては非常に大きな暴力の行使である｡歩きたば

こなどは８００度Ｃの焼けた鉄棒をぶら下げて人

ごみの中を歩くことであり，ちょうど，子供の顔の

高さぐらいで手を振り回し子供に避けて通行する

ことを強制している｡                    

 
 このような「ニコチン中毒患者」を作り出し,間接

喫煙で非喫煙者にもガンや呼吸器・心臓の障害を強

制し,又緩慢なる死に到る中毒性物質を製造し販売

している＊は如何なる責任があるのか｡ 
麻薬等の薬物は法律で罰則がある｡それよりも他

者にも害を及ぼすと言う意味では害の大きい「たば

こ」に法の厳しい規制・罰則が無いのは日本政府の

愚民政策でしかない｡＊経営陣には,[未必の故意]に
よる障害・殺人罪の適用は考えられないのか？告

訴･告発運動の可能性はどうなのか？社会的な運動

の高まり如何であろうか？） 
以上三点大上段に構えた労働運動、社会的労働運動

を展開していきたいと検討していますが、こう言っ

た内容を我が分会内部で充分に討議するとともに

仲間の皆様の積極的な意見を伺えれば非常にあり

がたいです。 
2004年5月31日    世界禁煙デーの日に 
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ワールドユニオンの実体 （告発の行方） 

 2004年5月31日 組合員 O

 2004 年５月８日、私達は東京晴海のホテルのロ

ビーにいた。５月の連休最後の土曜日、空も晴れ緑

も風もさわやかな日だった。こんな茶番に付き合う

必要さえ無ければ・・・ 
  
 ちょうど2週間前の木曜日、私はワールドユニオ

ンのF委員長、I書記長に呼び出されていた。ワー

ルドのビル８階に在るワールドユニオンのオフィ

スに行くと早速切り出された。「当ユニオンとして、

団結してやって行きたいのだけれど、それにおいて

Oさんの入っている管理職ユニオンを・・こちらか

らどうこうと言うことは出来ないのだけど」相変わ

らずの煮え切らない言い方だ、私は「辞めろと言う

ことですか？」と聞いた「こちらとしても、一丸と

なってやって行きたいので、２重加盟は・・・」「管

理職ユニオンを辞めないとしたら？」I 書記長が口

を挟んだ「二重加盟によりユニオンの統率を乱した

として告発を考えている。除名の処分にあたいする。

ユニオンショップの内容も知っていると思うけ

ど・・・」「ええ知っています。で、誰が告発者で

すか？」「まだ決まってはいないが」「で、除名の臨

時役員総会の時は、弁明の機会を与えてもらえるの

ですか？」「規約通りにその時間は取ります」「な

るほど・・・辞めませんよ。管理職ユニオンは辞め

ません。私個人の権利を守ってくれるユニオンをな

ぜ辞めなければならないのですか？」「それでは、

告発をして除名の手続きをします」「どうぞ」私は

ワールドユニオンの部屋を出た。「こちらが相談に

行ったときはいい加減な返事ばかりして、管理職ユ

ニオンに入って、地労委で10ヶ月余り闘って来て、

その間何も連絡もなく、自分たちの保身の要求だけ

は一人前。会社のいいなりのXユニオン！」仕事に

戻るエレベーターの中で、思わず口に出てしまった。 
  
 翌週の木曜日には除名の為の会場を指定された。

その次の週の土曜日には臨時代議員総会が開かれ

る事を告げられた。ワールドユニオンの動きはこれ

までに無い素早い対応だった。K氏の降格に対し相

談した時の中途半端さに比べ、信じられない事だ。

自分たちの保身の為にはなんでも出来るらしい。 
 
 私達の除名のためのワールドユニオン臨時代議

員総会は今日 1；00 から開かれた。総代議員数 73
名。出席代議員数 14 名。出席者の無記名投票は、

反対（除名反対）8 名、賛成（除名賛成）2 名、保

留4名、除名反対が過半数の票を取り、私達は勝利

したはずだった。しかしF委員長への委任状59票

はすべて除名票となり、賛成（除名賛成）61 票、

反対（除名反対）8票、で私達は除名されたのです。 
 
この総会は、最初から代議員の無関心を利用して私

達をワールドユニオンから除名するための出来レ

ースだった。 
 
 5月12日、地労委で私への配転命令の不当労働行為

救済申立、審問の最後に仲村書記長は、私達のワール

ドユニオン除名処分について、この臨時代議員総会が

ワールドユニオン規約に違反し、不備であり、（議長の

選出が出席代議員の中から選出されていないこと、総

会での決議は出席代議員の直接無記名投票にて過半数

以上の指示を要する。）無効である事を暗に知らしめま

した。 

  
5 月 28 日ワールドユニオンは除名処分提案決議で

の除名に瑕疵が有ったことを認めながらも無益な

争いを避ける為にと、ワールドユニオンを脱退する

旨があるかどうかの通知書を送りつけて来たので

す。 
 これに対し、除名処分通知の撤回、この通知書の撤

回、また可決とした経過を文章にまとめ、規約違反行

為に対する謝罪、執行部の責任の追求、又その内容を

全組合員への配布し知らしめること。等を通知しまし

た。 

 
 組合が会社にへつらい荷担し従業員に脅しをか

け、平気で従業員のリストラを進める様な行為が許

されるのでしょうか？ 多くの企業内組合はこの

様な体質なのでしょうか？ならば、私はこの様な行

為は断固として許す訳にはいきません、闘いは始ま

ったばかりです。皆さんのご支援と協力をお願い申

あげます。                        
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諦めずにがんばりました。  M 

 
皆さんありがとうございます。この度大阪府地方労働委員会において、不当労働行為申し立てに関し、勝

利和解を行いました。その２０ヶ月に及んだ闘争の経緯を述べさせていただきます。 
 

１、私のバックグラウンド。 

私の勤める会社は、S 株式会社と言い、S ャープの電子部品を扱う販売会社です。社員約 30 名、設立１９５

３年であり、Sャープの代理店は古くからやっていますが、規模は大きくなっておらず、また最近は縮小傾向

です。１９９６年にワンマンで、プライドの高いＨ氏が社長となり家庭的な雰囲気のあった会社が、ギスギ

スした、社員同士で本音の言えない会社に変わっていきました。社長就任早々、管理職を集めた会議におい

て「ここにいる社員の内 6～70％の社員は要らない」と言ったり、会議で意見が異なると、怒鳴り散らし、

またお前辞めさせるというような発言を行っていました。労働条件においては、就業時間外の会議、休日に

おける会議などが開催されるようになり、社員の長時間勤務にも、本人の能力の結果だと、改善も行わず、

時間外手当が支給されなくなりました。そのような中、私の状況は下記のように変わっていきました。 

 

１９８６年入社（中途入社）以後 1 

986～2000 １４年間、情報システム部門（２０００年９月廃止）で、ソフトウェアの開発、サポート、営業

に従事。 

2000/4   降格・減給 2000～2001 新規事業部という、新たにできた部署で企画業務。５～6件ほど 新

規事業企画を提案したが、1つも採用されず。 

2001/4    降格・減給 2001/7 組合加入  200１～2002 紙ﾊﾟﾚｯﾄの販売等 

2002/3   組合加入を通知》 2002/8～ 倉庫部門へ    

2002/10   降格・減給 

2001/7に管理職ユニオン・関西に加入、初めは保険組合員として、ユニオンの活動に参加していました。200

２年３月の社内会議において、Ｈ社長が私を辞めさすと罵声を浴びせた為、翌日直接Ｈ社長へ組合加入通知

書を手渡しました。 

 

２、降格、減給 

2000 年３月から「給与が年齢、勤続年数に関係なく実力ランクに対応し、ランクが上がることによって給与

が上がる制度を確立する」謳った責任資格等級制度なるものを作成し、社員との合意を見ないまま導入しま

した。これは年に１回役員と面接を行い、資格等級を決めるというものでした。 

2000年、2001年と実績が上がっていないとか、提出したリポートが的を得ていないとかの理由で、面接の席

上で降格・減給を通告されました。２００２年においては、9 月下旬に面接があり、｢査定期間において、一

般社員の仕事しか、やって貰っていない。｣｢資格等級は、能力ではなく成果であり成果が上がっていない。｣

との理由で降格するとの説明がありました。減給額は 12000 円であったものの、これを許せば、今後も減給

して来ると思い、具体的、合理的な理由がなく納得できないと会社側に言いました。 

納得できないと言ったにも拘わらず、２００２年１０月１日付にて、責任等級が主事１級から社員１級へ降

格され、降格に伴い２００２年１１月２５日支払い分より、賃金が１２０００円引き下げられました。 

降格・減給の具体的な理由を確認するため、文書の提出を要求しましたが、文書は出せない。もう一度面接

をするとのことで、１０月上旬に役員の面接がありました。Ｈ社長の口頭による降格説明では、｢部門長レベ

ルの指示をするのか、社員レベルの指示をするのかとの質問で、返事がなかった。これが降格の要素として

大きい。｣などと言い主事１級の資格がないと言われました。具体的な資料の提示もなく、また９月と１０月

の面接の降格・減給理由も異なっており、降格の基準があいまいで全く納得出来ないものでした。 
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３、大阪労働局へ指導、助言を求めて申出。 

そのような中、降格・減給で団体交渉をすることも考えましたが、まだ会社は団体交渉を行うレベルに達し

ていない（Ｈ社長は、全く法的なことを知らない。管理部長も同様。組合の存在を認めるような対応ができ

ない。）との理由で、公的な機関からの、指導などを行ってもらうことは出来ないかと考え、２００１年１０

月から施行された個別労働紛争解決促進法を利用することにしました。この法律は、個人と会社との労働紛

争（個別的労働紛争）を解決する為のもので、私は２００２年１０月降格・減給にたいして大阪労働局から

会社に対して、不当だという指導、助言を求めて申出を行いました。 

申出のポイント 

・就業規則から引用する賃金規定に資格責任等級制度が謳われていないし、降格、減給が規定されていない。 

・経営計画書という、単なる社内文書に記載し、業務命令的に賃金制度の実体を変更している。 

・資格責任等級制度と記載したテーブルがあるだけで、具体的な運用、評価方法が文章化されていない 

     日本労働弁護団「労働相談実践マニュアルVer３」P123を参考にした。 

２００２年１２月に、大阪労働局から、会社に対して助言がありました。 

助言内容 

「人事権の濫用の可能性なしとしないので、労働者 Mと改めて話し合うこと」 

「可能性なしとしない」などという表現など、わかりにくい為、助言が出た経緯を知りたいと思い情報公開

法で、開示請求を行おうと思い労働局へ確認したところ、個人、会社を特定した文書は出せないとの説明で

した。ただし、参与会（労働局が指導、助言を行う為の、意見の聴取機関、弁護士、学識経験者、労働行政

のＯＢの３名）の意見は、文書として出すことが可能とのことその文書をもらいました。 

参与会の意見 

「被申出人会社に対しては、申出人と話し合いを文書で助言してよいと思う。社長は、資格制度につ

いて、年功序列型から成果主義に変えたと言っているが、何がどう変わったのかわからない。本件

降格について、その判断は主に社長などの主観によるものだと思われ、客観的なものが担保されて

いないので、合理的な根拠がないと思われる。成果主義による資格制度という限りは、もう少し労

働者に納得できるような整備をし、労働者に同意を得るように話し合いをすべきであ

る。...........」 

この参与会の意見は、私にとってはすばらしい内容でした。「本件降格について、その判断は主に社長などの

主観によるものだと思われ、客観的なものが担保されていないので、合理的な根拠がないと思われる。」この

部分を何度も読み返しました。 しかしＨ社長は、降格人事に納得すれば、１日 ３～４時間 ＩＳＯ１４０

００取得の実務担当者にする。そこで実績を上げれば昇格するなどと言い、不当な降格・減給に関し撤回を

行ないませんでした。 

 

４、団体交渉での取り組み。 

 個別労働紛争解決促進法における指導・助言にも拘らず、強制力がない為か何も解決しない為 管理職ユ

ニオン・関西で取り組むことを通知し、２００３年２月２６日と、４月1日に団体交渉を行いました。 

団体交渉の議題 

1. 降格・減給について 

2. 就労環境配慮義務について 

3. 年次有給休暇の半日取得について 

 就労環境配慮義務については、粗暴で組合を嫌悪しているＳ社員から、組合加入や、ビラまきに対する暴

言、いすけり事件やはさみ投げ事件などの暴力行為です。 

団体交渉の目標 

① 主事１級から社員１級への降格の撤回、又は賃金減額分の支給。 

② Ｓ社員からのいじめや暴力行為の使用者責任を追及し、会社より謝罪文をとる。またこ

のＳ社員の組合嫌悪発言や、嫌悪してなされた行為について、会社が知悉しながら黙

認したことが不当労働行為であるということを会社に認めさせること。 

③ 半日取得制度の獲得を行う。 

 団体交渉は、ユニオン側７名、会社側 2 名(Ｎ管理部長（労務担当）と一般社員Ｆ)であり、役員は出席せ

ず、組合側交渉委員のMさんやSさんの鋭い突っ込みそしてOさんの迫力に対し会社側たじたじでしたが、

２人とも交渉権限がなく、話し合いにはなりませんでした。組合では有名な、Ｆからの発言「我々の会社の
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幹部や社員含めてだれも、労働法を知らない」との発言があったり。Ｎ管理部長に対し、ユニオンから「労

働法を知らないことはあなたが降格のレベルではないか」などの追及を行いました。４/１の団体交渉には、

新しくＫという S 株式会社の顧問という者が、会社側交渉者として出席した。しかし、暴力行為はない。降

格・減給の撤回はしない。商社だから、有給休暇の半日取得制度は導入できない。というのみで、不誠実な

団交に終始しました。 

 団体交渉の最後では、大浜書記次長が「会社と争うと言うことを目的にしている組合ではない。何らかの

解決案、打開案があれば話をする用意がある。社長の結論だけを持ってこられるのであれば大阪府労働委員

会に申し立てをせざるをえない。」と会社側に伝え団体交渉は終わりました。 

しかし会社側からは、何も連絡はなく、このままでは、タイミングを逸すると思い200３年６月６日に会社に

対して「大阪府労働委員会へ、申し立てすることを決定した」ことと「団体交渉の懸案事項に対し、会社側

が前向きに検討する用意があるならば、会社からユニオンに対し団体交渉を申し入れてほしい」という通知

書を送りました。会社からは、「会社の回答は変わりません」との文書を送ってきました。そして、大阪地方

労働委員会へ申し立をすることを決心しました。 

 

５、２００３年６月２５日大阪府労働委員会へ不当労働行為の申し立て 

救済内容  

①２００２年１０月１日に管理職ユニオン・関西組合員 M へ行った降格、減給について撤

回し、差額分を遡って支給する事。 

②当該組合員に対し２００２年８月から行って来た、労働組合員である事の理由による、い

じめ、強制及び威嚇などを不当労働行為と認め、今後この様な事の無いよう謝罪するこ

と。 

③２００３年２月２６日及び２００３年４月１日の団体交渉に関し誠意をもって対応しな

かった事を謝罪すること。縦 1 メートル、横１．６メートルの大きさで白地板に楷書に

て明瞭に墨書し、被申立人本社入り口に下記内容にて１ヶ月間掲示を行えとの命令を求

める。（下記内容 省略）》 

申立ての目的 

②、③に対して、不当労働行為命令を得る。 

Ｈ社長を証人とし、補佐人である、私が尋問する。不当労働行為命令が認められない場合においても、命令

文の中に降格・減給の違法性の記述を得る。 

 私は、降格・減給について不当労働行為は成立しないと思っていました。 

理由   ・降格減給は、組合加入通知以前から行われている。 

    ・私以外にも降格・減給されている。 

     ・不当労働行為申立ての前に、個別労働紛争として、労働組合とは関係づけず降格・減給の違法性

を主張している。 

 よって、申立書、準備書面および審問は、②、③の立証を中心に行いました。７月から調査及び審問を１

１回行い、②、③についてはそれなりの感触をもっていましたが、大阪府労働委員会からの強い和解勧告に

基づき２００４年５月１７日に和解しました。 

協定書の内容 

 ①２００４年４月1日付で資格を主事１級に変更する。 

 ②解決金 ＊万円（１７ヶ月分のバックペイ相当分） 

 ③会社の私に対する就労環境についての、遺憾の意及び、会社が私の労働意欲向上に努める。 

 ④組合、会社は労働組合法、労働基準法を遵守及び誠実に団体交渉を行うことの確認。              

 このような結果を、会社に謝罪させられなかった完全勝利とはいかないまでも、私としては、満足してい

ます。翌日の朝一番、社員皆に和解の経過報告のビラを、机の上に置いて行きました。気持ちもすっきりし

ました。これも、ユニオンの仲間に支えて頂いた事による成果です。Oさんには、地労委の証人や補佐人を務

めて頂き、Ｑ＆Ａ作りには、２回も丸１日、お付き合い願いました。MS さんには、地労委の書面の添削、ご

意見など、懇切丁寧にまた厳しくお教えいただきました。 

仲間がいたから勝利できたと思っています。 

みなさんどうもありがとうございました。 
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 私は、小・中・高対象の大阪府内学習塾に約 10
年間勤続してきました。 
個人経営者のもと、一校舎を任され、生徒募集か

ら生徒指導・管理を行っていました。一年前、ボー

ナス時期が過ぎているのに入金されている様子が

なく、会議の場を設けて確認したところ、「ボーナ

スは払えない」「給与もカットする」と告げられま

した。理由は業績不振、減給額は会計士と相談する

からと、何食わぬ様子でした。 
妻は（同じ校舎で専任講師として勤務）経営者の

就任当時から不信感を抱いていました。というのは、

雇用条件や業務内容を明確にするように依頼して

きたものの、まともな返事はなく、「まあ、個人の

会社やから」などと、すべてがあいまいのままだっ

たからです。そして今回の件でついに、以前から保

管していた管理職ユニオンの記事を取り出し電話

で相談したところ、「今すぐ加入すべきです」と言

われました。半信半疑で妻にユニオンに連れられ、

そこで F 執行委員の説明を聞いているうちに勇気

と希望が湧いてきたのと同時に、理不尽な経営者に

対して憤りがこみ上げてきました。その場で組合員

となり、一週間後には団体交渉の申し立てを行って

いました。 
団体交渉では、双方とも自己弁護にあけくれ妥協

点が見出されることもなく、いら立ちや自己嫌悪が

募りました。しかし、交渉の中で次第に経営者とし

ての責任を回避する態度や、不誠実さが、たとえば

次の発言からでも明らかになってきました。「なん

で給与カットを前もって君らに言わんとあかんの

か」とか「私はオーナーであって運営者ではない」

など…..。この様なオーナーに対し、終始冷静沈着

に理詰めで対応したユニオンのスタッフから学ん

だことは、「井の中の蛙になるな」ということでし

た。私は実のところ、給与や賞与の支払いよりも自

ら築きあげた実績を団体交渉の場でオーナーに認

めさせることばかり考えていました。団体交渉を重

ねるうちに、 

労働者として当然受けるべき報酬や、就業規則の

重要性を知り、いかに私たちが法律を知らずに今ま

できたのか、そしていかに法律が労働者を守ってく

れているのかを身をもって学びました。 
３回の団体交渉の後、大阪地労委でのあっせんを

申請しました。そこでかなりの赤字経営であったこ

とが提示され、結局、給与及び、賞与の未払い分の

６割を支給ということになりました。私たちの至ら

なかった点を調停員より指摘され反省もしました。

しかし、オーナー自身、経営者責任が理解できない

ままでは、地に堕ちた信頼関係が復旧する見込みも

ありませんでした。もはやオーナーの下で仕事する

より、袂を分かち、自らの理念で学習塾を立ち上げ

た方が良いのではないかと考えるようになりまし

た。昨年のクリスマスのことでした。 
 今年の２月、私たちが就業中に独立の準備をして

いることが判明し、オーナーから懲戒免職の辞令が

出されました。「袂を分かつことになったのも、も

とはといえば不誠実さと怠慢経営のゆえである」と

ユニオン側から説得して頂き、“懲戒”の２文字を

取って解雇となりました。当然ですが、退職金の支

払いはありませんでした。 
管理職ユニオンのスタッフは損得では動かない

強さと思想が感じられました。特に、F氏は公平的

な立場で私の至らない点に叱責を与え、最後には私

の「希望」を保護してくれました。策略家の大浜氏

と繊細なF氏の戦いぶりは量子力学に例えると「法

という場においてトンネル効果を可能にする」名コ

ンビだと思います。心底感謝いたしております。 
 今後はすべての責任が自分にふりかかってくる

わけです。この半年の経験を忘れることなく、また

生徒に話せる機会がもてる日が来るのを楽しみに

しています。「学問を愛さざる者、他者を教育する

にあらず」を実証すべく、日夜努力して行くつもり

です。 
 皆様、志あればユニオンがついている。これから

も頑張ってください。

 

解決は自分で導くもの 
組合活動は“やってもらう”“やってあげる”の依存関係ではありません。会社依存から単に組合依存 

に変わっただけでは解決にはなりません。あなたの“どうしたいのか”について、あなたが“どうするか” 

を決め、あなたが“主体”とならなければ何も始まりません。 私達は、組合員が会社への依存から脱し、 

自立して生きていくために、本人の主体性に基づいて、組合員が相互協力し問題解決をサポートしています。 

 あなたの取り組み次第によって、その解決も違ったものになります。より納得できる解決を導くために 

組合活動や学習会に参加し、様々な問題で闘争している組合員と交流して、自身の問題への取り組み方を 

考えてみましょう。「組合員の○○○です」とお電話下さい。参考になる交渉などをお知らせします。 
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“オー・ソレミロー”顛末記    Y.S 
こりは２００４年１月の末、イタリア人社長の一言で始まった。「業績悪化は君の責任や。30％の

減給、ついでに営業部長から平社員へ格下げもしとく。」当方、営業部長として採用されて９ヶ月
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目の事である。 
起 
うかダブルでくるか、と思いつつ「書面で下さい。」と切り返す。そこで社長がのたまうには、「そんな必

あらへん、自宅待機処分にしとく。恥を知れ。」と激怒。 
のイタリア人社長、イタリア本社に日本通と売り込んで消費財の事業を起こしたが、日本の流通には全く

ド素人、そこで当方、営業部長として雇われた次第である。 
より驚いたのは、新発売として輸入してきた商品は、他社も扱っているのである。 
れもバッタ屋を中心に出回っており、売る程に赤字という状態になったのである。 
こで当方に責任転嫁を行い、社長涼しげ、という読み筋である。 
座にユニオンに相談し、団体交渉に至ったのである。 
何じゃ、こりゃー」、２月末に従業員全員が解雇となる。３月末の会社解散が理由である。 
ういう訳か社長秘書はその後も出社しているのである。「うーん偽装解散か、美しすぎる。」と思いつつ弁

士に相談する。 
る限りでは地位保全の裁判は会社解散すれば無意味、それより解散すれば何も要求出来ない、何か

債権はありますか、それを早めに押さえるべし。との弁護士からの助言であった。解散すれば雇用承 

関係での責任追及は無理なのである。 

りあえず地労委で解散の真偽を問うか、と申立をする。併せて時間外手当と残余有給の買上げを労基署に

告をする。正確な計算が面倒なのでエイヤーで申告したのであるが、これが後で山を動かすのである。 
ばぬ先の杖、とばかりに会社も弁護士を雇って組合対策を打つ、が、これが転ぶのである。この弁

護士、ご丁寧に先の時間外手当の額を訂正してきた。 転 
６０万円が正解との事。労基署は「勧告した、これ以上は個人でやってくれ。」 

こで、この訂正額を当方の債権として仮差押をする。最初は銀行預金で空振り、次は売掛債権で空振り。

、仮差押できる財産は理由ありな社長秘書のみ。人間は無理。 
れ以上押さえるものは無い、が、転んだ弁護士が「訴えてみろ」と言ったのを思い出し、簡易裁判所へ提

する。時間外手当て等支払請求事件である。６０万円なので少額訴訟でも良いのだが、一回で終わると喜

しくは無い、時間もある事なので本人訴訟で提訴する。 
みに、この仮差押と訴訟は全て当方で書面作成をする。登記を取ったり、書式を探したりで時間は掛かっ

が、何か相当得した気分である。 
果として会社は３月末に事実、解散したのである。イタリア人社長は本国に逃げ帰り辞任したとの

事。親会社の社長が代わりに来日したのであるが、日本に残っているのは、清算業務と地労委と裁 

 

結

判と団体交渉のみ。これには大変に喜んだ事と思われる。 

まりに嬉しくて地労委は出席したのであるが、何ら理解できず、目を白黒する以外の反応は無かった。結

、途中で退席したのであるが、その前に“I  don’t  know”と一言発したのみである。 
の時、大浜さんが“おー・それみろー”と間髪入れずに発したのは生々しかった。 
くして、地労委の良識ある調停案で双方が和解したのである。 
方、“簡易裁判所とユニオンは自らを助くる者を助くる”を、身を持って体験しました。ご支援頂いたユニ

ンの皆さん、本当に有難うございます。拝。 

             
 

 

 

ユニオンでは色々な本を貸し出していますのでご利用ください。必ず貸し出しノートに記入して返却する

うお願いします。また、良い本などがあればご提供いただけると幸いです。 

書籍紹介文や感想文も募集しています。どしどしお寄せください。（教育宣伝部:ユニオン狸） 
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はけん・パート関西結成総会無事終わりました 
O 

２００４年５月２３日、約半年間の会議など役員の地道な苦労をかけて結成総会までこぎつけました。管

理職ユニオン・関西の結成総会をはるかに凌ぐ、５０人相当の人が集まってくださいました。これからお世

話になる方々がこんなにいることは、仲村書記長、N事務長の人柄をしのばせるものでした。例をあげれば、

当組合執行委員長の本田さん、弁護士の NS 先生、大学の I 教授、地域労組大阪の T さん、北大阪合同労組

のみなさん、関西単一労組のみなさん、おんな労組の方々、＊＊労働事務所のN さん、等です。これらの出

席の方には激励の言葉を戴き、みんなで協力することで非正規社員の問題を解決していこうという感じでま

とまりました。初めて立ち上げる組合でこんなにも協力者がいる組合は無いと思います。このような人的資

源を如何に活かすか、協力者のみなさんとどのような関わりをするのか、代表としての責任は重大であり、

改めてこの組合の必要性、活動の重要性を認識しました。 
私としては、 

①若者・フリーターに目を向けてもらえる団体にする。そのための情報ツールの開発。 
②一過性で終わらせないために、次々とイベントを打ち上げる必要性。 
③既存の労働組合にとらわれない考え方で、労働運動を拡げる。という３点を重点項目でやっ

ていきたいと考えています。 
はけん・パート関西は管理職ユニオン・関西という基盤を軸に今からはばたこうとしています。少人数の

役員と組合員ですので、管理職ユニオン・関西の組合員の協力は欠かせません。みなさんのお力添えをよろ

しくお願いします。 
 

 
 

経営者に嫌われる派遣労働者になろう！ 

入門講座 労働組合で使える 派 遣 法   

 

第１回 労働組合のための改正派遣法  
 

                講 師 NS  弁護士 
                 

 

  1986年7月の施行以来、規制緩和の名のもとに「企業にやさしい」改定を繰り返してきた 

労働者派遣法。しかし、現在約180万人いるともいわれる現場の派遣労働者は、その詳しい 

内容もよくわからないまま置き去りにされ、会社のやりたい放題を許しているのが現実です。 

こんなつもりで派遣の働き方を選んだんじゃない！ もう泣き寝入りはゴメンだ！ 会社の 

  いいように使われないために、かしこく働くための知恵をつけましょう。 

 

 

    日 時   ６月１６日（ 水 ） 午後６時３０分 

    場 所   管理職ユニオン関西事務所 

    テキスト： 『改正労働者派遣法 Ｑ＆Ａ』 
             （大阪労働者弁護団 派遣・パート労働委員会）  定価１０００円 

           ※ 当日事務所で組合員価格で購入できます。 

 

     ［共催：はけん・パート関西、管理職ユニオン・関西：法対部］ 
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労働条件一方的不利益闘争交流会レジメ Ⅰ  法律対策部 執行委員 F 
 
労働問題対処法（賃下げ、格下げ、労働強化） 
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例えばこんなケースです。・来月から賃金を30％カットすると言われた。 

・降格に応じなければ、解雇すると言われた。 

・退職直前に就業規則が改定されて、退職金の支給率が大幅に減らされてしまった。 

・労働組合が賃金の10％ダウンに合意して労働協約を結んでしまった。 

・63歳定年の会社が吸収合併された結果、定年も合併相手にあわせて60歳になってしまった。  
 

本説明 

労働契約も「契約」ですから、契約の中身である賃金などの労働条件を変更するには、原則として、使用

・労働者双方の同意が必要です。したがって、労働者の同意のない一方的変更は無効です。現実には、多

の会社では就業規則で労働条件を定めており、その場合は使用者が就業規則を変更することで、個々の労

者の同意を得ないで労働条件を変更することが可能です。しかし、その場合でも労働者に不利益な就業規

の変更（労働条件の切り下げ）は、それが合理的なものでない限り労働者を拘束しません。 賃金等の労働

件は、法令・労働協約・就業規則・労働契約などで定められますが、その効力は、効力の強いほうから労

基準法、労働協約、就業規則、労働契約の順になります。たとえば、労働協約に違反する就業規則や労働

約は、その部分が無効となります。また、就業規則に違反する労働契約はその部分に限り無効となります。

働協約によって労働条件が変更された場合、その労組の組合員であれば、原則としてその協約が適用され

す。また、組合員でない場合でも、協約を締結した組合の組織率が４分の３以上の場合には、適用になり

す。（ただし、別の組合の組合員の場合、判例は分かれていますが、一般には、適用にならないと考えてよ

ようです｡） 会社が合併する場合は、労働契約については消滅会社の従業員の労働契約も合併会社に承認

れるというのが通説と言われています。 以上をまとめると、労働条件の切り下げは、次の三つの形をとり

す。対処方法もそれぞれポイントが異なります。  

1) 就業規則や労働協約によらない切り下げ   労働者の同意がない→拘束力なし       

労働者の同意がある→取消ができるかどうか  

2) 就業規則の変更による切り下げ   そのような変更に拘束されるかどうか  

3) 労働協約の変更による切り下げ   そのような労働協約の適用を受けるかどうか  

月給40万円を35万円とする」賃下げの場合を考えてみることにします。  

労働契約のみによる場合 

労働者の同意のない賃下げは無効です。削られた５万円は請求できます。 

就業規則の改定による場合 

一人当たり５万円の賃金を引き下げ、人件費の圧縮を図らなければ会社の経営が存続できなくなるとか、

就業規則を改定することに相当の合理性がなければいけません。労働者代表からの意見聴取など、手続も

もちろん具備されていなければなりません。 

労働協約による場合（労働組合のある会社にのみ適用があります） 

適法に締結された協約であれば、労働者は原則的には拘束されます。一般的に労働組合は、代償となる条

件を提示していることが多く、一方的に労働者が不利になるとは限りません。  

かめましょう  

その賃下げ・降格等は、就業規則の変更や労働協約の改定によるものですか。それともそれらによらず、

社側が一方的に行ったものですか。 

賃下げ・降格等について同意を迫られていますか。あるいは、同意をしてしまいましたか。 

就業規則の変更による場合、変更の内容は法令や労働協約に違反していませんか。また、変更の内容は合

的ですか。(変更内容の合理性は、変更に業務上の必要性があるか、労働者の不利益の程度、それに対する

償措置があるか、同業他社と比較してどうか等によって判断されます｡)  
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労働協約の改定（締結）による場合、その内容は法令や公序良俗に違反していませんか。また、労組の意思

決定や協約の締結手続きに、法令違反や組合規約違反はありませんか。  

 

こんな対処法があります！  

Ⅰ就業規則や労働協約によらない賃下げ等  

(1) 会社側の一方的通告による場合 

労働者を全く拘束しませんが、会社側が強行してくる場合には、内容証明などで無効を確認する通知

を送付するなどの方法があります。無効確認や賃金差額請求の訴訟を起こす場合は、事前に商工労働セン

ター等に相談したり、訴訟が適切か弁護士の判断を仰いだりした方がよいでしょう。なお、賃下げの場合

は、不払いとして労基署に申告する方法もあります。  

(2) 賃下げ・降格等に同意を求められている場合 

一旦同意してしまうとそれを取り消すのは難しいので、変更理由・代償措置等についてよく説明を受け

納得するまで同意しないようにしましょう。同意しないと解雇すると言われた場合でも、そのような解雇

は合理的理由がなく無効となりますから同意する必要はありません。 なお、労働条件の切り下げに同意

しなかったり、退職しなかった労働者に対し、整理解雇がなされる場合もありますが、整理解雇の４要件

により、判断することになります。  

(3) 同意してしまった場合 

脅迫・詐欺や重大な錯誤による場合は、取消し等ができることもあります。また、合意内容が法令・労

働協約、就業規則に違反していたら、切り下げの同意は無効です。  

 

Ⅱ 就業規則の変更による場合 

変更に拘束されるかどうか、手続きと内容の両面から検討します。 

◎変更の手続きが適正か 

就業規則の変更には労働者の過半数の代表者の意見を聞いたうえ、その意見書を添付して労働基準監督

署へ届け出ることが必要です。こうした手続きを踏んでいない場合は、無効です。  

◎変更の内容は合理的か 

内容が合理的か判断するため、次の項目の全部、或いはいくつかを行ってみましょう。  

◎変更前後の就業規則を確保する。  

・会社から変更の必要を説明してもらい､記録する｡  

・会社の説明する必要性の根拠となっている事実関係について把握する。 

・変更後の就業規則によって影響をうけた労働者の属性（年齢・性別・地位等）を把握する。 

・同業他社の労働条件についても可能なかぎり調査する。 

・変更の内容、手続きが法令違反や明らかに合理的でないときは、なるべく多くの同僚と共同で、変更は

無効なので認められないことを会社側に主張し、交渉しましょう。会社側が応じない場合は、労働組合を

結成したり、商工労働センター等に相談する等の方法があります。  

 

Ⅲ 労働協約の締結・改定による場合 

協約の内容が法令違反や公序良俗に反するときは、協約の無効確認の訴えを起こす等の方法があります。  

この他、協約の改定に関しては、さまざまな見解があります。 

 

ワンポイントチェック  就業規則改定の「合理性」とは  

労働条件の変更などの際には、この「合理性」という言葉が盛んに出てきます。一見、響きのよい言葉で

すが、具体的にはなかなか定義づけが難しい概念です。賃下げについては ・倒産やリストラの回避 ・定年

延長による高年齢者の雇用機会の確保 退職金引き下げについては ・倒産やリストラの回避 ・定年延長 な
どの代償措置を講じたかどうかで合理的かどうか、判断されることもあります。 
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   労働運動研究会     どなたでも、いつからでも参加ＯＫです。 
   
労働運動研究会では、マルクスの古典をみんなで読む、輪読会を企画しています。 その昔、かじった人、マルク

スをあまり知らない人、マルクスに批判的な人  どなたでも、いつからでも参加ＯＫです。 
･ 日時    ６月２2日（火） ＰＭ７：００～９：００ 

    ･ 場所    管理職ユニオン･関西 事務所 
    ･ チューター Ｔさん 
    ･ テキスト  ｶｰﾙ･ﾏﾙｸｽ｢資本論｣ 岩波文庫、国民文庫 第１部第7編第２３章         
     終わったあとは、軽くビールを飲みながら、懇談します。 
 
 

会社でいじめられているサラリーマン大集合!   

                    経験、年齢、性別不問!  

サラリーマン以外でも可、女性も大歓迎 ! 
 

まだまだやるよ！『第２３回「こらえてばかりで委員会」開催！ 
じめじめした暑い日が、続きますが、組合員の皆様お元気ですか。最近少し疲れ気味のSです。前回の「委

員会」は、労働条件一方的不利益変更闘争交流会の、第二部として開催しました。第一部の交流会が、長か

ったせいか？第二部に残った人は、少し少なかったのですが、二部から参加の人も加わり一部から、参加さ

れている方の詳しい状況の説明や応援の要請があったり、「こらえて」も、新しいメンバーも増え、初めての

参加の方もおられ、自己紹介かたがた参加者全員の紹介を兼ねて、今の現状の報告をさせて頂きました。『降

格・減給・配転』の問題に始まり、残業の問題・成果主義の件に関してもいろいろ意見の交換があり、熱の

こもった委員会になりました。大浜さんからは、法的な問題の提案もあり、いろいろ勉強になったと思いま

す。非常に有意義な時間となりました。第一部で少し硬かった方も少しアルコールが、入ると少し弁舌に話

される人も増えて、交流が弾みました。こういうお酒は、非常にいいものだと思います。これが、「こらえて」

の身上だと改めて思いました。さて今回ですが、「こらえて」も来月おかげさまで、２周年を迎えます。これ

も、応援して頂いている皆様のおかげだと、感謝しております。ほんとうにありがとうございます。そして

今回ですが、結成当時に少しもどりたいと思います。「あほ・ぼけ・かす」という人権問題から、始めた委員

会です。いろいろな人に参加していただき、また、講師として、いろいろな方々におこし頂きました。当時

から参加していただいている方、途中から参加していただいている方、最近少しお休みされている方、最近

参加されている方、いろいろな方々に参加していただいています。そこで、僭越ながら、私のこの２年間の

会社との闘争を経過.報告を行いたいと思います。いまさら、「お前のことなんか知りたくない！」と思われる

人も多いと思いますが、最近参加されているメンバーには、あまりお話していませんし、何か私の闘争の経

緯をお話することで、少しでも参考になればと思います。それと私に何かご意見がある方の参加も歓迎です。

いろいろな人のご意見をお聞きして、ますます「こらえて」を発展していきたいと思います。是非多数のご

参加お待ちしております。 
 追伸・我らが長老、O さんの店が、開店しました！ 昼は、おいしいカレー・夜はちょっとお酒が、飲

めるオシャレなお店です。組合事務所の近所ですので、是非、足を運んであげてください。「がんばれ！長

老！」 
 

 
 
 
 
 

日時    6月

場所    管理

申込方法  電話

        

  
第23 回 「こらえてばかりで委員会」  

26日（土） PM 5時から（8時終了予定）    
職ユニオン関西 事務所 
受付  TEL ０６－６８８１－０７８１  
    FAX ０６－６８８１－０７８２      飛び込み参加もOK！     
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無の家（篠山）にて 麦の収穫と大豆（味噌作り用）の種まき
 前日夕方から 焼肉パーティー（これだけの参加も可） 

 ６月１２日（土）  焼肉パーティー  ＰＭ６：３０～ 会費 2000 円    ６月１３日（日）  農作業、 

   持ち物 洗面用具、ねまき、農作業の服装（ジャージなど）   

参加希望者は、ユニオン事務所に電話等で連絡すること。 ホワイトボードに、参加者は記入します。 

    大阪方面     ユニオン事務所 ＰＭ ３：００出発 
 

    明石、神戸方面  ＪＲ明石駅前  ＰＭ ２：００出発 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 年度 パソコン学習会 

パソコンは操作すれば操作するほど、少しずつ上達します。まずは慣れることから始めましょう。初心者の方、大集

合です。キーボードが打てなくても大丈夫。お気軽にご参加ください。組合事務所で楽しく勉強しましょう。又、当日

お手伝い頂ける方も募集しています。可能な範囲でお互いを助け合いましょう。 

情報システム委員会からのお知らせ 

パソコン学習会 ６月度  ★事務所まで電話で予約をお願いします。お気軽にご参加ください。 

２００４年６月１３日(日) １３時～１７時 ２０日から１３日に変更しています。ご注意ください 

場所：管理職ユニオン・関西事務所 

 エクセル編 その２ 実務 残業代の計算の仕方。 

サービス残業を、一度計算してみませんか。常日頃から証拠の確保に努めましょう。 
その２は、計算式を完成させます。 

情報システム委員会 スケジュール 

  ６月度は６月２日（水）午後７時からです。 ７月度は７月７日（水）です。 

 
 
 

原稿を募集しています！！ 
あなたの経験、または意見を大募集しています。(組合員・非組合員を問いません) 

内容は特に限定しませんが、ユニオンの大会方針『明るく！楽しく！元気を広げよう！』 
『自立・連帯・協働』に基づくあなたの文章をください！ 

また、組合員の皆さんの仕事や再出発も応援しています。どんどん紙面を活用してください。 
◆ 例題：解決しました！ 就職しました！(苦労談) 事業を開始しました！ 

◆ 会社にこうして居座っています・・・・・・・・・・・・・・・・ＥＴＣ 

◆ 締め切り：毎月月末 

◆ できれば、メールもしくはフロッピーを郵送してください。(Ｆａｘも可) 

◆ 字数は特に限定しません。 

� 編集委員募集中です！(お手伝いください)連絡は教育宣伝部・大浜まで 
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  ｢ 京都滋賀地区組合事務所 ｣ 便り                         東洞院  京七 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  京都の街は、全国からの修学旅行生の姿が目立つ季節になってきた。京都滋賀組合事務所に取材の為に

京都駅に降り立つと、バス停には、たくさんのグループがバスを待っている。京都の何処に行くのであろう

か？ 事前に調べてきたノートを確認しながらも、少し不安げな顔が見え隠れしている。せっかく訪れた歴

史の街「京都」であるから、楽しい想い出を作って、お土産にして欲しいと願っている。 京都駅から５分の

所に京都滋賀地区組合事務所がある。 

  京都滋賀地区組合事務所に入ると、狭いながらも何か安堵感がある。白板には、相変わらずスケジュー

ルがたくさん書き込まれている。五月の活動の重点は「滋賀県集中労働相談」である。管理職ユニオン関西

の活動を知ってもらう為に、滋賀県記者クラブに電話相談の案内を依頼した。マスコミに対する案内は、管

理職ユニオンの得意分野で万全だ。京都滋賀地区組合事務所の労働相談の６５％が、滋賀県で働く労働者か

らである。これは滋賀県の労働行政が、他府県と同様に機能していないと推測される。また、個人加盟の労

働組合の活動が少なく、労働者が権利を主張できずに、雇用側の言いなりになるケースが多いのも特徴だ。

その一例として、京都滋賀地区組合で、現在係争している滋賀県のＤ社の労働問題は次の通りである。団体

交渉を行ったら５分で終わってしまったのだ。管理職ユニオンの珍記録かもしれない。早い話し、団体交渉

等必要ないという態度なのだ。滋賀県には労働組合法が無いのかもしれない。労働組合法７条で禁止されて

いる「団体交渉拒否」は、立派な不当労働行為なのである。組合は滋賀県地方労働委員会にこの旨を申し立

てている。滋賀県の経営者は、銭もうけに熱心で、法律の方は疎いようだ。「滋賀県集中労働相談」の結果は、

機関紙に掲載されると思うので参照してほしい。 

  管理職ユニオン関西の新ユニオン結成に、京都から H 相談員が出向？ する。機関紙等で案内のあった

「はけん・パート関西」である。京都の組合事務所は人手不足と嘆いている姿は、企業と同じだ。しかし、

京都の組合事務所は、新しい労働運動に乗り遅れるわけにはいかない。京都滋賀地区の組合員の更なる応援

と、H相談員の活躍に期待している。 

  管理職ユニオン関西を応援して一番嬉しい事は、組合員の労働問題が解決したと聞いた時である。京都

滋賀組合事務所にも嬉しい解決がある。相談に来た時は、不安で一杯で、「どうするのですか？ 何をしたら

良いのですか？」と聞くばかりであった組合員、闘争前の職場の状況に戻す解決を得て自信がついたようだ。

しかし世の中都合よくできていない。経営者は更に悪知恵を絞ってきた。第二ラウンドの始まりである。解

決に努力した組合員の成果は、新たな労働問題に立ち向かう自信に変わってくるから不思議だ。みずから次

の秘策を考えるまでになっている。  解決して嬉しいのは京都の組合員だけではない。大阪の組合事務所

で解決を目指した兵庫県の組合員は特に印象が深い。地域性や仕事の都合もあって応援できなかった。しか

し京都の組合事務所の開設に応援してくれたり、関西各地で組合のビラマキ等の協力もしてくれた。「自立・

連帯・共働」を実践した組合員である。組合加入から団体交渉、会社への抗議のビラマキ、地方労働委員会

での闘争のみならず、他の組合員の応援、組合催し物の参加など、一年半に及ぶ闘争の勝利的和解を勝ち得

たのである。心から「おめでとう」と申し上げたい。 

  取材した５月２１日は、「京都滋賀地区組合員交流会」が開かれた。本田委員長、この日は特に元気なの

だ。万全の体制で組合員を迎える心意気で満ちていた。組合の冷蔵庫は、発泡酒で満タンである。すき間な

く冷やしている。京都の事務所の冷蔵庫は発泡酒以外立入禁止なのだ。午後７時、定刻にスタートした。時

間通りは管理職ユニオンの鉄則だ。委員長より「滋賀県集中労働相談」の取組みの説明、定例に従って組合

員の紹介、解決報告、闘争経過報告等行った。盛り上がる事はあっても、盛り下がる事ことのない交流会は

実に楽しい。交流会の定刻のオープニングに自信があっても、エンディングに自信がないのが京都の組合事

務所だ。夜更け過ぎまで？いや夜明けまで続いたのであろうか。組合事務所から美しく見える京都タワーの

明かりも消えたというのに………。                  〆 

  京都滋賀組合事務所のホームページが完成した。ご覧になりましたか？ 殿と若年寄が登場するが、大

奥の姿がないのが残念だ。リストラ対策十ヶ条は、東京管理職ユニオンの資料を参考に、私が新入組合員学

習会のために作成したものだ。今なを遺作？ として活躍している。嬉しいかぎりである。 

 

そのホームページが入っているパソコンなかなかの年代物なのだ。立ち上がるまで、たっぷり５分はかかる。

二十世紀の遺品として、博物館に展示しても良いくらいだ。現代のパソコンがもう一台必要と思った。組合

員で不要になったパソコンはありませんか？ 
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新 入 組 合 員 学 習 会 

６月２６日（土）14時～16時  管理職ユニオン事務所 
管理職ユニオン・関西とは、どのような労働組合なのか？ 組合の活用法、リストラ対応策、団体交渉 

の進め方、事務所での対応などについて学習します。 
悩んでここに駆け込んだのはあなただけではない事を知り、実体験を語り合うことによってストレスを 

発散し、会社社会とは全く違う集まりを実感します。そして、それぞれが抱える問題を考え、どのように 
解決していくのか、アドバイスを受けながら客観的に考える機会でもあります。 
新入組合員の方は必ず参加して、より早い解決を目指しましょう。 

今まで参加していない組合員の方もぜひ参加してください。 
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